






















































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域包括支援センター活動計画 

（令和４年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小田原市福祉健康部高齢介護課 

 

 

 

別冊２－２ 



1 

 

令和４年度 地域包括支援センターしろやま活動計画 

２ 総合相談支援業務 
 ・コロナ禍の為、民生委員の活動やサロン活動の縮小化により、地域住民の

潜在化した課題についての把握が十分に行えていない状況が続いている。
今年度は民生委員との情報共有や共同できる機会を持てるように働きか
け、地域住民の意向を聞きとりやすいサロン活動の再開に向けて取り組み
を強化していく。 

 
３ 権利擁護業務 
 ・社会福祉士部会が作成した「おひとりさまものがたり」を活用し、権利擁

護への認識を深められるように、担当圏域である 4 か所の自治会に対し
て、研修会の開催を計画していく。 

 
４ 包括的・継続的ケアマネジメント業務 
 ・昨年度から開始した、WEB 会議システムを利用したケアマネ交流会の開

催を定着化させ、コロナ禍でも継続して開催していく。交流会の内容を熟
考し、ケアマネジャーとの交流が深められ、情報共有が行える機会を持つ。 

 ・困難、多問題ケース等の対応において、多職種連携や地域資源の活動に繋
がるよう、個別ケア会議の開催を重ねていく。また、自治会ごとの特色を
考慮した上で、地域全体の課題として圏域ケア会議を開催し、問題解決に
向けて取り組んでいく。 

 
５ 認知症総合支援事業 
 ・取り組みが行えていなかった認知症カフェの運営について、他包括の活動

を見学し、担当圏域内での立ち上げ支援に取り組んでいく。 
 ・地域住民へ、認知症予防や認知症についての啓発活動を積極的に行う。(認

知症サポーター養成講座年間 2 回以上。自治会、サロン等での講話) 
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令和４年度 地域包括支援センターはくおう活動計画 

１ 地域包括支援センターの運営体制 
・毎朝朝礼の実施、月１回の包括センターミーティングで各自の業務進捗状

況を確認し、情報の共有や相談をする。主担当制を取るが、必要に応じ副
担当を設けてセンター内の連携を図り支援を行う。 

・月間ミーティングの中で事例検討を実施し、困難事例だけでなく終結事例
などを見直すことで職員の対応力の向上を図る。 

・同法人の４包括センターでミーティングや勉強会を実施し職員のスキル
アップを目指す。 

 ・同法人４包括で自然災害や感染症の BCP を策定していく。 
 
２ 総合相談支援業務 

・自治会、民児協定例会や地域のサロン活動での情報収集及び訪問による実
態把握を行う。 

・地域の金融機関と連携し実態把握ができる体制を整えていく。 
 ・独居、サービス未利用者、地域から相談が入ったケースなどについては定

期訪問を行い、月間ミーティングで共有。支援方針を検討する。 
 
４ 包括的・継続的ケアマネジメント業務 

・地域資源の情報を収集し、「おたすけ帳」の内容を更新し（年度末）、民生
委員へ配布する。 

・季刊広報誌「はくおう包括だより」を民生委員、自治会など関係機関に配
布し包括センターの周知と連携を図る。 

・同法人の４包括センター合同で再委託居宅介護支援事業所との「茶っと会
（談話会）」を開催し、ケアマネジャーの悩みを聞き取ると共に情報共有
を図る。（年 2 回予定） 

・地域の自主サロン活動で介護保険制度、消費者被害、介護予防などの講話
を行う。（回数はサロンからの要請に応じて調整） 

・コロナ禍においても自治会、民生委員等と連携をとり、新たな講話の場を
開拓できるようにする。 

・コロナ禍でも高齢者が社会との関わりを持ち続けられるように、IＴを活
用した活動等、新たな生活様式に応じた地域ネットワークづくりを進めて
いく。 
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令和 4 年度 地域包括支援センターじょうなん活動計画 

１ 地域包括支援センターの運営体制 
・相談内容が多問題化して、困難性が高くなっているので、センター内で事

例検討会等を開催し、職員の対応スキルの向上を図っていく。 
 

４ 包括的・継続的ケアマネジメント業務 
 ・高齢者比率の高い集合住宅や一人暮らしなど、地域との接点が希薄になり

がちな高齢者に対する見守り支援の連携について、4 地区合同で圏域ケア
会議が開催できるように取り組む。 
早川地区に開所する認知症カフェの運営に協力していく。 
 

５ 認知症総合支援事業 
 ・民生委員に対して認知症の理解や対応などについての講義を行い、正しい

知識の習得と認知症相談が増大している現状を認識してもらう。 
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令和 4 年度 地域包括支援センターはくさん活動計画 

１ 地域包括支援センターの運営体制 
・各ケースについての情報をセンター内で共有し、3 職種で意見交換を行う。

必要に応じて、主担当以外に副担当を設けて支援を行う。 
・同法人の 4 包括で定期的なミーティングや勉強会、事例検討を実施しスキ

ルアップを図る 
＊昨年度同様、コロナ禍においてオンライン会議システムを積極的に利用 

 
２ 総合相談支援業務 

・民生委員、医療機関、介護保険事業所や地域団体、行政などのネットワー
クを構築し、支援を必要とする高齢者の早期発見、支援開始につとめる。 
民生委員との交流会「お茶会」を継続して行い、情報共有につとめる。 

・専門的、継続的な支援が必要な場合は、必要に応じて個別ケア会議を開催
し対応について協議をし、個別の支援計画を策定する。 

 
３ 権利擁護業務 

・民生委員との「お茶会」を通じて、情報提供を随時行う。 
 
４ 包括的・継続的ケアマネジメント業務 

・久野地区、二川地区の社会資源を掲載した「おたすけ帳」の定期更新を行
い、民生委員に社会資源の情報を提供する。 

・同法人 4 包括で居宅介護支援事業所のケアマネジャーとの交流会「茶っと
会」を開催し、ケアマネジャーとの交流や情報共有の場を設ける。 

 
５ 認知症総合支援事業 

・住み慣れた地域で認知症の高齢者が地域に見守られて生活が継続できる
ように、必要に応じて「認知症サポーター養成講座」や関係者や専門家の
参加による「個別ケア会議」の開催による地域での認知症当事者の生活が
支援できる体制を整える。 

・地域の認知症関係の事業所との情報共有（認知症型デイサービスやグルー
プホーム等） 

・民生委員との認知症の勉強会を開催し認知症の理解、支援の促進を行う。 
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令和４年度 地域包括支援センターひがしとみず活動計画 

１ 地域包括支援センターの運営体制 
・東富水圏域の課題として独居高齢者や多課題世帯等の相談受理が多くあ

る。その点を踏まえ、今年度は社会福祉士を 1 名増員した。困難事例への
対応においてフォローできる体制を整えていく。 

 
２ 総合相談支援業務 

・毎月、民児協の会合に参加することで高齢者世帯等の課題の早期発見に努
める。多課題を抱える高齢者や家族の支援が行えるように、各職員が外部
研修や内部での事例検討会に参加する機会を積極的に作っていく。 

 
３ 権利擁護業務 

・昨年度は、民児協や地域のケアマネジャー向けに成年後見制度についての
研修会を開催できた。需要が増えている権利擁護に対応するため、ケアマ
ネジャーにとどまらず圏域内の介護事業所にも参加してもらえる研修を
企画していく。 

 
４ 包括的・継続的ケアマネジメント業務 

・オンライン会議システムを利用した圏域ケア会議の開催など、工夫して圏
域内の課題把握及び解決に向けて年 2 回開催できるように計画する。 

・昨年度に引き続き、圏域内のケアマネジャー向けの事例検討会等の研修会
を年 3 回企画・開催する。（包括とみず・包括さくらいと共催） 

 
５ 認知症総合支援事業 

・認知症カフェ「オレンジカフェこうちなか」の運営が継続できるようキャ
ラバンメイト及び市と連携していく。また、地域住民向けに認知症講話を
企画し実践していく予定である。 

 
７ その他 

・高齢者向けの情報提供として年 4 回「かりがわだより」の発行を予定して
いる。また、コロナ禍の状況を考えながら法人所有の”お休み処ひとやす
み“を活用し高齢者の居場所づくりとして圏域内事業所等と連携し健康相
談などを企画していく。 
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令和４年度 地域包括支援センターとみず活動計画 

２ 総合相談支援業務 
・新型コロナウイルス感染症対策のために、包括センターだけではなく地域

の高齢者の生きがいや生活を支えていた団体の活動が停滞し続けている。
コロナ禍以前では、他団体の気づきや発見が包括センターに寄せられ、予
防的な支援が展開されていたが、それが滞っている。包括センターの移転
をきっかけとして、包括センターの存在を地域住民に直に知らせ、ダイレ
クトに相談が入ってくるルートの再構築に取り組む。 

 
４ 包括的・継続的ケアマネジメント業務 

・重層的支援体制構築を視野に富水地区を担当する支援者が立ち止まって、
状況を共有できる場の設定を図る。 

・制度や社会資源の狭間に陥った課題を把握するため、地域住民との懇談の
場を設ける。 
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令和４年度 地域包括支援センターさくらい活動計画 

２ 総合相談支援業務 
・地域の方と共に引き続き見守り活動を行い、経年的な実態把握に努める。 
・地域の方の製作物や植物の配布等、様々な方が興味を持てるよう工夫し周

知活動を行っていく。 
 
３ 権利擁護業務 

・消費者被害の防止に向け、「かりがわだより」での情報提供や普及啓発物
品の配布を行っている。普及啓発物品の配布に関しては、たくさんの方に
行き渡るよう地域団体等にも協力を仰ぐ。 

 
４ 包括的・継続的ケアマネジメント業務 

・ケアマネジャー向けの研修や意見交換会を包括ひがしとみず、とみずと共
に主催する。 

・介護者の障害や疾患、カスタマーハラスメント等、対応困難なケースが増
えている。法人内外で定期的に事例検討会を行い職員のスキルアップを図
ると共に、個別ケア会議等も活用し行政や関係機関との連携強化に努める。 

 
５ 認知症総合支援事業 

・認知症サポーター養成講座をオンラインでもできるよう体制を整えてい
る。圏域内の学校等にも周知し、講座開催ができるようアプローチしてい
く。 

 
７ その他 

・コロナ禍で集まることが出来なくなってしまったため「さくらい本箱」と
いう本の貸し出しを昨年度から始め、様々な年代の方が立ち寄る場となっ
ている。コロナ禍も３年目となるので、今後は感染症も留意した集いの場
となるよう交流スペースを活用していく。 
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令和 4 年度 地域包括支援センターさかわ こやわた・ふじみ活動計画 

１ 地域包括支援センターの運営体制 
・全社的なテーマ別勉強会に参加し職員の質の向上に取り組む。 
・災害時業務継続計画の策定とシミュレーション、見直しを行う。 
 

2 総合相談支援業務 
・民生委員と包括センターで定期的に少人数での茶話会を年 4 回実施し、包

括センターの機能を普及啓発するとともに、地域での困りごとやセンター
への要望などを聞き取れる場とし、共働しやすい体制を構築していく。 

・圏域内の商店や銀行、郵便局、病院等に包括センターのパンフレットや包
括だよりを置いて頂く他、高齢化が進む団地を中心に掲示板や回覧板を利
用させて頂き、包括センターの周知をさらに広げ、支援を要する高齢者の
早期発見につなげられるようにする。 

 
４ 包括的・継続的ケアマネジメント業務 

・包括センターの周知と包括センターに足を運ぶことが困難な方の支援と
して、包括から離れた地域での出張相談を実施。 

・高齢者の集いの場が増やせるようサロンの立ち上げ支援を行なう。又サロ
ンの自主化を目指す。 

・同法人の 4 包括センター合同で、ケアマネジャー支援「茶っと会」を年２
回開催する。 
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令和４年度 地域包括支援センターしもふなか活動計画 

１ 地域包括支援センターの運営体制 
 ・包括センターの知名度を上げるため周知活動を行う。（チラシの配布等） 
 
２ 総合相談支援業務 
 ・昼のおはなし会は、年に１回のイベントの他に毎月１回木曜日に開催し、

包括センターのサテライトとして総合相談等を行う。 
 
３ 権利擁護業務 
 ・虐待対応について、対応マニュアルを確認し、どの職員でも適切な初期対

応が行えるようにする。 
 ・成年後見制度を含めた終活について、サロン等で啓発活動を行う。 
 
４ 包括的・継続的ケアマネジメント業務 

・むらカフェの運営として、ネットワークの構築を目的に昼のおはなし会開
催時に、居宅介護支援事業所のケアマネジャーとともに介護保険制度や総
合事業の説明、ケアマネ交流会を行う。 

 
５ 認知症総合支援事業 
 ・認知症を抱える家族の負担軽減のため、おだわら・はこね家族会の周知や

昼のおはなし会のイベントを行っていく。 
・認知症の正しい知識の普及と啓発のためにサロンでの講話や認知症サポ

ーター養成講座を積極的に行っていく。 
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令和 4 年度 地域包括支援センターとよかわ・かみふなか活動計画 

１ 地域包括支援センターの運営体制 
・毎日の朝礼、月１回包括センターミーティングで各自の業務進捗状況やケ

ースの情報共有を図る。主担当性を取るが必要時に応じ副担当を設け、３
職種の連携を図り支援を行う。 

・同法人の４包括センターや法人内外での研修、勉強会で職員のスキルアッ
プを目指す。 

 
2 総合相談支援業務 
 ・サロンや民生・自治会などの集会にできる限り参加し、包括センターの機

能を普及啓発するとともに、地域での困りごとや包括への要望などを聞き
取り、共働しやすい体制を構築していく。 

 ・圏域内の商店や銀行、郵便局、病院等に包括センターのパンフレットや包
括便りを置いて頂く。また、包括だよりは年 4 回全戸回覧し、包括センタ
ーの周知をさらに広げ、支援を要する高齢者の早期発見につなげられるよ
うにする。 

 ・新規相談の内容を年度ごとに分析し、地域診断を行う。 
 
４ 包括的・継続的ケアマネジメント業務 

・令和 2 年度、令和 3 年度に実施した地域診断をもとに、各地域で圏域ケ
ア会議を開催し、情報共有と地域課題の抽出を行う。 

・圏域ケア会議で抽出された課題から、地域の方が必要な情報をピックアッ
プし、地域ごとに「おたすけ帳」の作成を行い、民生委員や地域に配布で
きるようにする。 

・包括センターから離れた地域での出張相談を実施する（桑原地区、西大友・
東大友地区） 

・同法人の４包括センター合同で居宅介護支援事業所との「茶っと会」を開
催し、情報共有を図る。（年 2 回予定） 
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令和 4 年度 地域包括支援センターそが・しもそが・こうづ活動計画 

 

３ 権利擁護業務 
 ・包括センター内で作成した圏域内虐待集計・分析表を基に民生委員や自治

会、圏域内居宅介護支援事業所等に対し、周知を図り、虐待の早期発見・
予防の啓発を行う。 

 ・包括センター内で作成した圏域内虐待集計・分析表と成年後見制度に関す
る資料を活用し、圏域内居宅介護支援事業所向けに勉強会等を開催。 
虐待予防や成年後見制度の理解・知識の向上、利用促進につなげ、また情
報共有や意見交換を行い、ケアマネ支援の充実を図る。 

   
４ 包括的・継続的ケアマネジメント業務 
 ・2 年連続で実施した「籠場地区包括支援センター相談会」の結果を曽我地

区まちづくり委員会等で報告し、そこから見えてきた地域課題を地域団体
や関係者で情報共有を行い、検討して行けるように支援を行っていく。 

・下曽我おせっ会の事務局として、コロナ禍における新たな活動形式の促進
を図れるようサポートを行う。その一つとして、新たなコミュニケーショ
ンツールとなったオンライン（ZOOM 等）が幅広い世代にも利用できるよ
うスマホ教室の開催支援を行う。 

 
６ 介護予防ケアマネジメント業務 
 ・包括センター内でのケアプラン点検の実施を継続し、介護予防・自立支援

の重要性やインフォーマルサービスの活用を意識したケアプラン作成の
視点を養うとともに引き続き、再委託プランについて適切な評価・マネジ
メントが行えるよう、包括職員の資質向上を図る。 

 
７ その他 
 ・年 4 回広報誌を発行し、「権利擁護」「認知症総合支援事業」「把握した社

会資源の情報」などの情報発信・啓発を行う。関係機関への配架を継続し、
包括センターの周知に努めるとともに地域住民の活動などを発信し、地域
資源の発掘や発展、活用の促進につなげる。 
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令和４年度 地域包括支援センターたちばな活動計画 

１ 地域包括支援センターの運営体制 
・虐待ケース、困難ケースは昨年同様、主担当者、副担当者の 2 人体制とし、

職員全員が進捗を把握し、担当者不在時も全員が対応できる体制を整える。
職員の心身の健康管理を重要と考え、バランスの良い仕事配分を行う。 

 
２ 総合相談支援業務 

・現状把握の為の面談をすみやかに行う。困難と思われるケースは管理者が
担当職員と同行訪問を行う。 

 
３ 権利擁護業務 

・身寄りのない高齢者からの相談が増える中で、成年後見制度を含めた諸制
度の情報提供と学びの場の提供、社会福祉士部会で作成した講話資料を活
用し、公民館等で講話会を開催する。 

 
４ 包括的・継続的ケアマネジメント業務 

・介護支援専門員支援は 3 職種の専門性を生かした同行訪問と包括センタ
ー主催のカンファレンスの開催支援、地域資源、インフォーマルサービス
情報提供等で、支援の充実を図り、その内容は分類し、傾向を把握する。 

 
５ 認知症総合支援事業 

・認知症の方を地域で支えるための周知活動に力を入れる。 
①⾧谷川和夫先生の絵本を用いて、毎月小学校で認知症のお話会を行う。 
②小林博子先生の絵本を用いて、（たちばなカフェ）を公園 de ラジオ体操 

後に数か所で開催し、認知症講話会を行う。 
 
７ その他 

・地域の方のフレイル予防に力を入れる。 
①橘北地区で月 1 回、（たちばなカフェ）を下中老人憩の家で包括相談窓

口と同時開催、健康づくり課作成の動画を用いた体操と、交流会を持つ。 
②現時点 6 カ所の（公園 de ラジオ体操）を 8 カ所の目標とする。 
③（橘北地区,認知症高齢者等行方不明時の連絡体制）フローチャート更 

新。 



資料４

介護保険事業所の新規指定等について

１．居宅介護支援事業所の新規指定

no 法人名 代表者名 事業所名 事業所所在地 サービス種類 指定年月日

1 医療法人社団　葵会 新谷　幸義 小田原・あおいホームケアサービス 神奈川県小田原市曽比字前河原1350番地 居宅介護支援 令和４年４月１日

※法人合併に伴う事業所の廃止及び新規指定。

2022/7/26



 

 

 

審議事項とスケジュールについて 
 

１ 審議事項 

（１）おだわら高齢者福祉介護計画の策定、推進等に関すること 

（２）地域包括支援センターの設置、運営等に関すること 

（３）指定地域密着型（介護予防）サービスの指定等に関すること 

（４）その他市長が必要と認める事項 

 

２ スケジュール 

時期 審議内容 計画に係る国県市の動き 

令
和
４
年
度 

６月 第４回 

 

〇計画（前年度結果と当年度取組） 

●包括（前年度活動実績と運営評価、

当年度活動計画） 

◎事業所指定 

 

 

国：第９期計画策定に向けた

調査ツールの提示 

 

県：計画進捗、介護サービス

見込量等のヒアリング 

 

市：高齢者実態調査の実施 

11月 第５回 

 

●包括（取組状況） 

◎事業所指定 

２月 第６回 

 ５ 

●包括（取組状況、来年度事業計画） 

◎事業所指定 

令
和
５
年
度 

６月 第７回 

 ６ 

〇計画（前年度結果と当年度取組、第

９期計画策定検討） 

●包括（前年度活動実績と運営評価、

当年度活動計画） 

◎事業所指定 

 

 

 

国：第９期計画の基本方針提   

  示 

 

県：計画進捗、介護サービス 

見込量等のヒアリング 

 

市：第８期の取組の振り返 

り・第９期の方針の検討 

介護サービス見込量算 

定 

議会報告 

介護保険料設定 

介護保険法条例一部改正 

７月 第８回 

 ７ 

〇計画（第９期計画策定検討） 

８月 第９回 

 ８ 

〇計画（第９期計画策定検討） 

11月 第 10回 

 ９ 

〇計画（第９期計画策定検討） 

●包括（取組状況） 

◎事業所指定 

２月 第 11回 
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〇計画（第９期計画策定検討※最終） 

●包括（取組状況、来年度事業計画） 

◎事業所指定 

３月  

※「第９期計画書（案）」を答申 

市：第９期計画策定 

  

資料５ 


